
を 問 う 令和元年6月定例会　一般質問2政町古多一般質問3　令和元年6月定例会

建
設
に
向
け
た
計
画
は

問
道
路
計
画
の
建
設
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
住
民
に
対
す
る
説
明
会
の
開
催

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

町
長
第
１
工
区
に
つ
い
て
は
令
和
２

年
度
か
ら
詳
細
設
計
業
務
等
の

実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
用

地
測
量
業
務
等
を
行
い
、
用
地
買
収
に
入

り
ま
す
。
令
和
10
年
度
ま
で
に
完
成
さ
せ

る
予
定
で
す
。
第
２
工
区
に
つ
い
て
は
、

第
１
工
区
の
進
捗
を
見
な
が
ら
判
断
し
ま

す
。
い
ず
れ
の
工
区
に
つ
い
て
も
住
民
に

対
し
十
分
な
説
明
を
行
い
な
が
ら
業
務
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

問
道
路
の
周
辺
は
開
発
エ
リ
ア
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

開
発
を
考
え
て
い
ま
す
か
。

町
長
平
成
30
年
度
に
土
地
利
用
調
査

を
行
っ
て
お
り
、
今
後
は
地

元
説
明
な
ど
を
行
い
、
皆
さ
ま
方
の
意
見

を
拝
聴
し
な
が
ら
開
発
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

問
開
発
に
伴
い
農
地
法
な
ど
関
係
す

る
諸
法
令
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

町
長
農
振
除
外
の
ほ
か
、
都
市
計
画

法
、
農
地
法
な
ど
の
開
発
に
関

係
す
る
多
く
の
諸
法
令
手
続
き
を
一
つ
一

つ
ク
リ
ア
し
て
い
か
な
け
れ
ば
実
現
で
き

な
い
事
に
な
り
ま
す
。

高
齢
世
帯
の
見
守
り
を

問
高
齢
独
居
世
帯
・
高
齢
夫
婦
世
帯

の
現
状
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

町
長
高
齢
独
居
世
帯
は
４
９
７
世

帯
、
高
齢
夫
婦
世
帯
は
５
２
４

世
帯
で
す
。
今
後
も
高
齢
化
の
進
展
が
予

想
さ
れ
る
中
、
地
域
支
え
合
い
の
仕
組
み

の
強
化
、
見
守
り
体
制
の
強
化
を
図
り
、

高
齢
者
福
祉
の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

問
高
齢
独
居
世
帯
等
の
見
守
り
活
動

に
つ
い
て
、
区
長
会
に
協
力
を
お

願
い
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

町
長
区
長
会
に
提
案
す
る
に
あ
た

り
、
諸
課
題
を
整
理
し
た
う
え

で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

消
防
団
の  

　

今
後
は

問
多
古
町
消
防
団

の
定
数
と
現
在

の
登
録
団
員
数
は
。

町
長
消
防
団
は

消
防
組
織

法
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
現
在
の
定
数

は
５
１
３
名
で
あ
り
、

本
年
４
月
１
日
現
在

の
登
録
団
員
数
は

５
０
２
名
で
す
。

問
今
後
、
消
防
団

を
支
え
る
実
質

団
員
数
の
減
少
が
心

配
さ
れ
ま
す
が
町
の

考
え
は
。

町
長
消
防
団
な

く
し
て
町

（
仮
称
）町
道
鷹
ノ
巣
・
二
本
松
線
の

道
路
建
設
と
将
来
構
想
と
の
関
係
は

町
の
将
来
構
想
と
密
接
に
関
連
す
る

道
路
計
画
で
す

に
安
全
・
安
心
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
消
防

団
員
を
確
保
す
る
た
め
、
加
入
促
進
に
向

け
て
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
後

は
、
女
性
消
防
団
の
組
織
化
な
ど
、
将
来

を
見
据
え
た
消
防
体
制
の
検
討
が
必
要
と

考
え
ま
す
。

町
の
P
R
や
人
材
活
用
を

問
町
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

ま
た
、
町
出
身
者
の
人
材
活
用
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

町
長
東
京
駅
や
品
川
駅
構
内

な
ど
に
お
い
て
「
多
古

町
」
と
「
ふ
る
さ
と
多
古
町
あ
じ

さ
い
祭
り
」
の
P
R
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
し
た
ほ
か
、「
出
張
！
な

ん
で
も
鑑
定
団
i
n
多
古
」
を
誘

致
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法

を
活
用
し
、
P
R
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
人
材
活
用
に
つ
い

て
は
、
各
課
で
開
催
す
る
各
種
講

演
会
や
講
座
、
教
室
等
の
講
師
に

地
元
出
身
の
著
名
人
の
活
用
を
積

極
的
に
検
討
し
ま
す
。

菅
澤
　 

久 

議
員 

（
所
要
時
間
60
分
）

答 問祝
金
の
申
請
漏
れ
が
な
い
よ

う
に問

本
年
度
新
規
事
業
「
出
産
・
入
学

等
祝
金
事
業
」
は
、
子
育
て
支
援
、

少
子
化
対
策
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
ま
す

が
、
新
制
度
ス
タ
ー
ト
の
４
月
１
日
以
降

に
生
ま
れ
た
第
３
子
以
降
の
子
ど
も
す
べ

て
が
対
象
と
な
ら
ず
、
本
町
に
転
入
手
続

き
後
３
年
間
の
居
住
実
積
が
要
件
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
３
年
間
と
定
め
た
理
由
、
考

え
を
伺
い
ま
す
。

町
長
本
町
で
の
出
生
数
は
減
少
傾
向

に
あ
り
、
少
子
化
改
善
の
た
め

の
事
業
で
す
。
保
護
者
の
住
民
登
録
が
引

き
続
き
３
年
以
上
あ
り
、
居
住
の
意
思
が

あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
ま
す
。
出

産
日
時
点
で
住
民
登
録
期
間
が
３
年
に
満

た
な
い
場
合
は
、
転
入
日
か
ら
３
年
経
過

後
の
翌
月
に
出
産
祝
金
申
請
が
可
能
で

す
。問

転
入
日
か
ら
３
年
経
過
し
た
あ
と
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
る
と
い

う
事
で
す
ね
。
申
請
期
間
は
１
か
月
間
で

あ
り
、
申
請
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
、
転
入

届
の
関
係
か
ら
、
町
か
ら
の
働
き
か
け
が

必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子
育
て
支
援
課
長
定
住
促
進
の
考
え

か
ら
、
３
年
の
住

所
登
録
要
件
を
設
け
、
祝
金
は
児
童
の
成

長
過
程
に
応
じ
た
支
給
と
し
ま
し
た
。
第

３
子
出
産
時
、
住
民
登
録
３
年
に
満
た
な

い
方
に
つ
い
て
は
、
住
民
課
と
連
携
を
と

り
、
日
常
生
活
の
中
で
申
請
期
間
を
経
過

し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
申
請

期
間
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
ら
私
ど

も
の
方
か
ら
も
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

国
保
均
等
割
の
廃
止
は

問
広
域
化
２
年
目
と
な
る
本
年
度
よ

り
、
本
町
は
国
民
健
康
保
険
税
の

資
産
割
が
廃
止
さ
れ
軽
減
対
策
が
進
み
ま

す
。
し
か
し
、
多
子
世
帯
均
等
割
は
従
前

ど
お
り
で
す
。
年
収
４
０
０
万
円
、
子
ど

も
２
人
の
４
人
世
帯
に
お
い
て
、
町
保
険

税
と
協
会
健
保
保
険
料
の
比
較
で
は
、
約

16
万
円
国
保
負
担
の
方
が
多
い
数
値
が
示

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
全
国
知
事
会
・
市
長

会
は
、
国
保
に
公
費
１
兆
円
投
入
と
18
歳

以
下
の
子
ど
も
に
対
す
る
均
等
割
廃
止
を

求
め
て
い
ま
す
。町
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

町
長
子
ど
も
の
均
等
割
軽
減
・
免
除

は
、
少
子
化
対
策
、
子
育
て
支

援
の
た
め
の
負
担
軽
減
対
策
と
し
て
の
意

味
合
い
は
あ
り
ま
す
。
国
保
税
は
受
益
者

負
担
を
原
則
と
し
て
お
り
、
一
般
的
に
所

出
産・入
学
等
祝
金
事
業
３
年
間

の
居
住
を
要
件
と
し
た
理
由
は

得
が
低
く
、
世
帯
人
数
が
多
く
な
る
ほ
ど
、

所
得
に
お
け
る
保
険
税
の
割
合
が
高
く
な

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
７
割
・

５
割
・
２
割
軽
減
の
規
定
も
あ
り
、
現
段

階
で
は
多
子
世
帯
の
均
等
割
、
平
等
割
の

減
免
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

税
務
課
長
多
子
世
帯
、
ゼ
ロ
歳
児

か
ら
の
子
ど
も
に
も
保

険
税
が
か
か
る
点
は
、
制
度
的
に
改
め
て

い
た
だ
く
よ
う
、
国
で
措
置
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
市
町
村
で

行
う
べ
き
措
置
で
は
な
い
も
の
と
現
時
点

で
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

問
18
歳
以
下
第
３
子
以
降
に
か
か
る

均
等
割
影
響
額
に
つ
い
て
示
し
て

く
だ
さ
い
。

税
務
課
長
本
年
度
該
当
世
帯
34
世

帯
、
18
歳
未
満
の
被
保

険
者
数
46
人
で
す
。
均
等
割
の
医
療
分
、

後
期
高
齢
者
支
援
分
、
合
わ
せ
て
３
万
円

と
な
り
、
個
別
に
は
軽
減
世
帯
も
あ
り
ま

す
が
、
最
大
値
１
３
８
万
円
と
な
り
ま
す
。

石
渡 

悦
子 

議
員 

（
所
要
時
間
60
分
）

少
子
化
対
策
の
事
業
で
あ
り
、
転
入
日
か
ら

３
年
経
過
後
の
翌
月
に
も
申
請
が
可
能

答問

※
18
歳
未
満
の
均
等
割（
一
人
あ
た
り
）…
医

療
分
1
万
８
千
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
分

1
万
２
千
円

町を守る500名以上の消防団員

4月から開始された祝金事業
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